
苦情解決のための窓口等の設置について 

 

本保育園では、日頃から、皆さまのご期待に添えるよう、精いっぱい努力しているところ

ではございますが、万が一福祉サービスについて困り事や悩み事がある場合は苦情解決の

ための窓口を設けておりますのでご利用ください。 

 本保育園においては、下記のとおり苦情処理担当者、苦情解決責任者及び第三者委員設置

をしております。 

 

１．苦情処理担当者   主任 外岡 恵子 

 

２．苦情解決責任者   理事長 根本 華誉 

            園 長 杉本 翔平 

 

３．第三者委員     消防本部（元教員） 稲川 博邦 

            モンテッソーリ教育アドバイザー 高田 美和子 

 

４．苦情の範囲について 

  （１）児童の処遇内容に関する事項 

  （２）職員の対応に関する事項 

  （３）施設の運営管理に関する事項 

  （４）苦情の対象にならないもの（施設では対応できないもの） 

     ア 保育科に関する事項 

     イ 国の最低基準など法令等に関する事項 

     ウ その他、本市の保育行政の在り方に関する事項など 

 

５．苦情解決の方法 

 

（１）苦情の受け付け 

   苦情は、苦情処理担当者である副主任が随時受け付けます。 

   また、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

（２）苦情受付の報告・確認 

   苦情処理担当者が受け付けた苦情は、苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。 

   ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合はこれを除きます。 

（３）苦情解決のための話し合い 

   苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、

苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 



 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法に基づき設置した社会福祉法人清心会のぞみ保育園（以下

「保育」という。）について、児童福祉施設最低基準（昭和 23 年 12 月 29 日厚生

省令第 63 号）第 14 条の 2 第 1 項の規定により、保育所入所児童の保護者等（以

下「保護者等」という。）からの苦情に対して、適切に対応するための必要な事項

を定めるものとする。 

 

（保護者等の範囲） 

第２条 この要綱で保護者等とは、次の各号に定める者とする。 

    （１）児童福祉法第６条に規定する保護者 

    （２）入所児童の家族及び代理人 

    （３）入所児童と別居しているため、現在は児童を監護していない親権者 

    （４）入所児童に親権者がいない等により未成年後見人に選定された者 

 

第２章 苦情解決体制 

 

（苦情解決体制） 

第３条 苦情解決のため、各保育所に次の各号に掲げる者を置く。 

    （１）苦情処理担当者１名 

    （２）苦情解決責任者 2 名 

    （３）第三者委員２名 

 

（苦情処理担当者） 

第４条 苦情処理担当者は、各保育園主任とする。 

２ 苦情処理担当者は、次の各号に定める業務を行う。 

（１）保護者からの苦情の受付 

    （２）苦情内容、保護者等の意向等の確認と記録  

（３）受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への

報告 

 

（苦情解決責任者） 

第５条 苦情解決責任者は当保育園の園長とする。 

 



（第三者委員） 

第６条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応 

    を推進するため、第三者委員を置く。 

 ２ 第三者委員は、次の各号に定める要件を満たす者の中から、理事会が委嘱する。 

   （１）苦情解決を円滑・円満に図る事ができる者であること。 

   （２）世間からの信頼性を有する者であること。 

 

（第三者委員の任期） 

第７条 第三者委員の任期は１年とし、再任を防げないものとする。 

 ２ 補欠委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。 

 

（第三者委員の職務） 

第８条 第三者委員の職務は、次の各号のとおりとする。 

    （１）苦情処理担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

    （２）苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

    （３）保護者等からの苦情の直接受付 

    （４）苦情申出人への助言 

    （５）保育所への助言 

    （６）苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 

    （７）苦情解決責任者からの苦情に関わる事案の改善状況等の報告聴取 

    （８）日常的な状況把握と意見慶傾聴 

 

（報酬・費用弁償） 

第９条 第三者委員への報酬は、原則として費用弁償を除き無報酬とする。 

 

第３章 苦情解決の手順 

 

（保護者等への周知） 

第１０条 苦情解決責任者は、施設内の掲示等により保護者等に対して、苦情処理担当者、

苦情解決責任者及び第三者委員の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みについて周

知する。 

 

（苦情の受付） 

第１１条 苦情処理担当者は、保護者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第三者委員も

直接苦情を受け付ける事ができる。 

 ２ 苦情処理担当者は、保護者等の苦情受付に際し、次の各号に定める事項を書面に記 



   録し、その内容について苦情申出人に確認する。 

   （１）苦情の内容 

   （２）苦情申出人の希望等 

   （３）第三者委員への報告の要否 

（４）苦情申出人と苦情解決責任者等の話し合いへの第三者委員の助言及び立ち会

いの要否 

 ３ 苦情申出人と苦情解決責任者等の話し合いによる解決を図る。 

 

（苦情受付の報告・確認） 

第１２条 苦情処理担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に

報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示

をした場合を除く。 

 ２ 第三者委員は、苦情処理担当者からの苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認す 

   るとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。 

 

（苦情解決に向けての話し合い） 

第１３条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情

申出人又は苦情解決責任者等は、必要に応じて第三者委員の助言を求めること

ができる。 

 ２ 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者等の話し合いは、次の各 

   号により行う。 

   （１）第三者委員による苦情内容の確認 

   （２）第三者委員による解決案の調整、助言 

   （３）話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

 

（苦情解決の記録、報告） 

第１４条 苦情解決責任者は、次の各号に定めるとおり、苦情解決の記録と報告を積み重ね

ることにより、サービスの質の向上、運営の適正化に努めるものとする。 

（１）苦情処理担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について 

書面に記録する。 

（２）苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報 

告し、必要な助言を受ける。 

（３）苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申 

出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後報告する。 

 

（解決結果の公表） 



第１５条 苦情解決責任者は、サービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関する 

     ものを除き、解決結果を施設内の掲示板等に掲示するなどして公表する。 

 

第４章 雑則 

 

（委任規定） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、理事会が定める。 

 

付則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 27 年 3 月 1 日から施行する。 

      平成 30 年 4 月 1 日 一部変更 

      令和２年４月１日 一部変更 

      令和３年４月１日 一部変更 


